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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和５年度 第４回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和５年１２月２５日（月） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時５４分 

開 催 場 所 Ｌ・ソフィア ３階第２学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 内藤 忍 副委員長 ぬかが 和子委員 

さの 智恵子委員 杉本 ゆう 委員 國府田 豊 委員 

片野 和惠 委員 齋藤 ゆきえ委員 田口 麻美 委員 

遠藤 美代子委員 市川 慎次郎委員 山下 友美 委員 

【事務局】 

依田 地域のちから推進部長 飯塚 多様性社会推進課長 

木野瀬 事業調整担当係長 大高 男女共同参画推進係主査 

秋谷 男女共同参画推進係員  

【傍聴者】３名 

会 議 次 第 １ 開会挨拶 

２ 前回（１０／３０開催）委員会のふりかえり 

３ 足立区における各団体の女性参画比率について 

４ 各区の男女共同参画推進条例について 

資 料 

 
・資料１：足立区の各団体の女性参画率について 

・資料２，３：審議会等における女性委員比率について 

・資料４：各区の男女参画推進条例一覧 

・参考資料：多様性社会推進課所管各講座等のチラシ 

・参考資料：町会・自治会案内チラシ 
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（審議経過） 

１ 開会挨拶 

（飯塚課長） 

 それでは、定刻になりましたので、始め

させていただきたいと思います。 

 今いらっしゃらない山下さんと片野さん

はちょっと遅れるということで連絡いただ

いております。 

 それでは、令和５年度第４回足立区男女

共同参画推進委員会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、しかも、寒い中お集

まりいただきまして、ありがとうございま

す。 

 当委員会は、男女共同参画社会推進条例

の第19条の規定に基づきまして、男女共同

参画の推進に関する施策を推進するため、

区長の附属機関として設置するものでござ

います。 

 なお、足立区男女共同参画推進委員会規

則の第４条に基づきまして、本委員会は総

委員の半数以上、現在いらっしゃるという

ことで、会議を開催させていただきたいと

思っております。 

 また、同規則の第５条により、当委員会

は公開することになってございます。併せ

て会議録の作成が必要となっておりますの

で、委員の皆様のご発言につきましては、

後ほどご発言内容を確認いただいた上で、

ホームページなどで公開する形となります。 

 また、本日は傍聴人の方もお見えになっ

ておりますので、ご承知おきください。 

 それでは、早速ではございますが、次第

に沿って進めてまいりたいと思います。お

手元のほうに男女共同参画推進委員会の次

第はございますでしょうか。 

 

２ 前回（１０／３０）開催委員会のふり

かえり 

（飯塚課長） 

 まず１点目、前回の振り返りということ

で、前回は地域で活躍されている方のお話

を伺うということで、非常に先進的な取組

をされている町会長さんたちのお話を伺う

ことができました。また、それを踏まえま

して、区内の地域での町会・自治会の会長

のデータですとか、また、ほかの地域で活

躍されている方たちの男女比率についても

議論していこうということで、本日そのデ

ータをお手元のほう、資料に用意させてい

ただきました。ぜひこちらを議論のための

素材として、本日これを基にまたお話を進

めていければありがたいと思っております。 

 それでは、これ以降は委員長の石阪先生

にお願いしたいと思います。 

（石阪委員長） 

 改めまして、皆さん、こんにちは。２か

月ぶりの開催ということになりました。 

 前回は先ほど課長からもお話しありまし

たとおり、町会・自治会で活躍されている

女性の方にお越しをいただいて、それこそ

本当に先駆的な取組ですね、いただきまし

た。我々は特に区外の方であったり町会・

自治会に加入されていない方もいらっしゃ

ったということで、どのようなことをされ

ているのか、こういうお話を中心に語って

いただいたんですが、そちらはまた別途ま

とめることになるんですけれども、そのと

き皆さんから出たご意見、ご質問として、

そもそも女性の比率はどれぐらいだったの

か。 

 お手元にあるとおり、資料１のほうでま

ずは町会・自治会の女性比率、参画率です

ね。これは会長というふうに考えていいん

ですかね。そうですね。副会長とか役員で

はなくて、あくまでトップ、会長、この方

が女性としてどれぐらいの比率なのかとい
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うところをいただきました。 

 それでは、資料１ですね。町会・自治会

長の男女比率、これを調査していただきま

した。これは統計として足立区が持ってい

たものではなくて、この間、職員の方にそ

れぞれ聞いて調査をいただいたということ

になります。 

 平場のほうは220の会長のうちの７名、そ

して、マンションについては55名の町会で

５、そして、公営住宅は比較的多くて152の

会長さんがいらっしゃる中の40、いずれに

しても、特に平場、昔からあるところなん

でしょうが、これは３％、全体をトータル

で見ても12％、非常に数が少ない。公営住

宅を除くと１桁台ということになっていま

すから、女性の会長さんを探すだけでも結

構大変なのかなと、このような状況です。 

 ですので、前回ですかね、部長さんのほ

うからもう本当にすごい数が少ないという

お話をいただきましたけれども、やっぱり

実数として見るとこれだけで、これは任意

の団体ですから、なかなか区としてじゃあ

これを増やしていくというようなことは難

しいのかもしれませんが、やはりこれ男女

共同参画の視点に立つと、これはちょっと

やっぱり極端かなと。もうちょっと女性会

長が増えるような、そういう地域の仕組み

づくりみたいなもの、これをやはり進めて

いく必要があるんじゃないかという気がい

たします。 

 また、これ皆さんにちょっとご意見をい

ただきたいと思います。ちょっとあまりに

も極端ということですよね。どうすれば女

性会長さんが増えるのかということも含め

て、そもそもですけれども、町会・自治会

に問題があるということも前回の議論の中

でありましたから、これがまず１点目。 

 それから、２つ目、その他と書いてある

ところですが、こちらも事務局のほうで調

べていただきました。 

 いろんな委員の名前が前回出ました。こ

れは上から健康づくり推進員とかスポーツ

推進委員、青少年委員、地域の委員ですね。

こちらについて現在の人数から女性比率が

どれぐらいかというところを見たものです。

また後で山下さんがいらっしゃるので、例

えばＰＴＡなんかについて見ると、これＰ

ＴＡで活動されている方は女性の方が圧倒

的に多いんですけれども、会長となると２

割、19％、21％、小学校・中学校ともに非

常に低いという状況。 

 それから、比較的多めなのは健康づくり

推進員だとか、それから、青少年関係です

ね。それから、これ老人クラブというのが

ちょっと気になったんですが、老人クラブ

はかなり多いんですけれども、これはご年

配の方が多いからなのかな。平均寿命の問

題かちょっと分かりませんけれども、多い

と。それ以外については比較的少なめとい

う状況になっています。スポーツなんかも

少ないですし、青少年委員については役員

になると女性のほうが増えるというような

形、これはちょっと非常に珍しいパターン

です。 

 青少年は役員になると女性比率が上がる。

民生・児童委員については逆ですね。民

生・児童委員さんは69％なんですが、地区

の会長ということになると、これが25ポイ

ント下がると。それから、老人クラブもそ

うですよね。老人クラブは女性のほうが多

いんですけれども、団体の代表者というこ

とになると、これもがぐっと下がります。

40ポイント以上下がるということになって

いますので、いわゆる会員は皆さん男女と

もになんですけれども、役職ということに

なると下がるケースのほうが多いというこ
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と。青少年委員会ぐらいでしょうかね。 

 それから、20歳の集いというのは、これ

私知らなかったんですが、成人式のイベン

トに関わっていただける方で、これは公募

制だそうです。だから、選んでいないと。

これがちょうど半々になりました。ぴたっ

と、これは恣意的にではなくて偶然こうな

ったと、そういうことであります。 

 ですので、恐らく公募制にすると結構

半々になるんじゃないかと思うんですね、

この青少年のように。ところが、この役職

を決めるプロセスの中で例えば男女の偏り

になるような、そういうようなものが働い

ているのではないかなという形のデータと

なっています。 

 ということで、まず資料１についてです

けれども、ちょっと調べていただきました。

これは前回の振り返りというところを少し

兼ねてお話ししましたが、ご意見、ご質問

があればお願いできればと思います。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 

 民生・児童委員と地区会長、それから、

老人クラブと代表者、青少年委員とその役

員という関係で同じ結果、違いますね。 

（石阪委員長） 

 青少年だけは逆です。 

（内藤委員） 

 青少年だけ逆ですけれども、民生・児童

委員と老人クラブのほうは管理職というか

上のほうになると少なくなる、女性が。Ｐ

ＴＡも今回会長で取っていただいています

けれども、これはＰＴＡの方にお聞きして

もいいと思うんですが、実際活動している

委員の方は女性が多くて、会長はこれだけ。

これでも男性が多いということがあるのか

なというふうに思いました。 

 あと、多分これは後で言ったほうがいい

かもしれないですけれども、今回聞いてい

ただいたということなんですが、ご本人に

聞いたということではなくて、その組織か

何か…… 

（依田部長） 

 もちろんそうです。 

（内藤委員） 

 聞いた感じですね。恐らくリストに性別

は載っていない感じですよね。 

（大高主査） 

 載っている方たちで今回は調査していま

す。下のほうの注意書きにもあるんですけ

れども、絆あんしん協力員であったり男女

の集計をしていない団体もあるので、今回

については分かるところで回答させていた

だいております。 

（内藤委員） 

 では、この絆あんしん協力員など集計を

行っていないところを除いて、男女の性別

情報がどこかにあったと。 

（依田部長） 

 正しく言うと、町会については名前だけ

では分からないので、区民事務所を通じて

男女の確認をして数字を挙げています。ほ

かについては、男女の分かるところを拾っ

ていって、一番下の絆あんしん協力員等に

ついては、もともと男女を聞いていなかっ

たりというところがあるところはちょっと

集計を拾えていませんということになって

います。 

（内藤委員） 

 分かりました。 

 ちょっとなぜ聞いたかというと、これ最

後に言うことだと思うんですが、女性差別

や格差がある状況で男女の人数の差がある

ということを明らかにしないといけないん

ですが、そのために例えばご本人が今性別

情報を明らかにしていないと。そういう属
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性を明らかにしていない人にまで、男性な

のか女性なのかだけを聞くような形だとち

ょっと適切でなかったかなと思いまして、

そのことを多分前回言っておけばよかった

んですけれども、男性なのか女性なのか答

えたくないとか、そういう今いろんな区分

があると思いますが、ご本人に聞くとすれ

ばそうで、実は私も学会のジェンダー関係

の担当をやっていて、学協会みたいなとこ

ろから性別情報を明らかにしてくれと言わ

れて、理事の。そのときに理事に確認する

わけにいかないので、こちらで名前で判断

するという形で伝えているんですが、正確

かどうか分からない。勝手に名前からこう

と思われるということで回答しているとい

うことであって、もしかしたらこれもそう

いうことがあるかもしれないと考えておい

ていいということですね。 

（石阪委員長） 

 名前から見たわけじゃないということで

すね。 

（依田部長） 

 ご本人には接触していないです。 

（内藤委員） 

 ですよね。ご本人の性自認が分かるわけ

ではないと。 

（依田部長） 

 そういうことです。 

（内藤委員） 

 ご本人の答えた性別であるということで

はないということですね。 

（石阪委員長） 

 そういうことです。あくまで戸籍上の。 

（内藤委員） 

 その確認と、あと、ご本人に不適切に性

別を明らかにしてくださいと迫ったわけで

もないということですね。了解です。 

（石阪委員長） 

 ほか何かご質問、ご意見ありますか。 

 ちょっとやはり気になるのはＰＴＡなん

ですけれども、山下さんが来てからと思っ

たんですが、例えば田口さんにちょっと伺

ってみたいのは、ＰＴＡは圧倒的に活動さ

れているのは女性じゃないですか。実際こ

んな感じなんですか。ほとんど会長さんは

男性の方、８割が。 

（田口委員） 

 今まさにＰＴＡの本部の役員のほうを今

年度からやっておりまして、それで関わっ

てみると、もうこんな感じです。私が関わ

る、私のブロックで会長は男性しかいない

という感じで、何代か前といっても全員男

性という感じで、私もなる前は何で男性な

んだろうと。 

 ずっと男性だったから男性だよねという

感じでなってきたのかなと思っていたんで

すけれども、実際参加してみると、私の体

感では、会長とか副会長よりもすごくいろ

んな区の集いだったりであるとか、ブロッ

クごとの集まりとか、そういうものにもの

すごく参加しないといけなかったり、平日

の夜６時から集まる。 

 今年度は特にコロナが明けていろんな集

いが再開したということもあると思うんで

すけれども、会ってちょっとそれにお酒が

入る。お酒というほどでもないんですけれ

ども、ちょっと集まり、懇親会みたいなの

だったりとか、休みの日でもあったりとか

で、もしかしたら女性がやりにくい。 

 平日の夜に母親が仕事帰りに子どもを置

いて、その集いとかブロックやほかの集ま

りに参加しづらいということもあって、例

えばうちの学校では男性、父親のほうが参

加しやすいんじゃないか。男性じゃないと

駄目だよねということではなくて、やりや

すさというと、じゃあ会長は男性だよねと
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いう感じになっているのは実務的な感じで

すかね。 

（石阪委員長） 

 ２点伺いたいんですけれども、まず１点

は選出のプロセスですね。つまり会長はど

うやって選ばれているのか分からないので、

例えば選挙なのか立候補なのか、それとも

何か互選で決まるのか、これどうですか。 

（田口委員） 

 私の関わる範囲では、立候補や選挙では

ないです。何となく会長の男性がいて、そ

の会長を中心にちょっと次はこの人がいい

のではないか。基本的には中心の本部の役

員にいる中の男性から引き上げるというよ

うな形で、みんなに問題ないですよねとい

う確認を取って、次の年度はこの人が会長

になりますよ。異議がないですか。はい、

いいですみたいな感じでやるという感じで

す。 

（石阪委員長） 

 じゃあ、そのプロセスでも完全に女性が

排除されている面もあるということですね。 

（田口委員） 

 排除というよりも、みんなそうだよ。何

かそういうものだよねという空気感。 

（石阪委員長） 

 男性がやるものだと。 

（田口委員） 

 なので、その次の会長を見越して役員の

中のトップじゃない人に男の人を必ず入れ

るみたいな、中心メンバーに男性を必ず入

れておく。その１人が出たら、その人を会

長に引き上げるというのが代々続いている

ような感じです。 

（石阪委員長） 

 分かりました。恐らくそれだとなかなか

難しいですね。言い方は悪いですけれども、

会長の指名で次の人がどんどん決まってい

くようなイメージ。 

（田口委員） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 なるほど。 

 それからもう一点は、会長の仕事の今の

業務の話なんですけれども、そんなに飲み

会とは言わないけれども…… 

（田口委員） 

 飲み会とは言わないが、お酒を飲むのが

すごく多いです。 

（石阪委員長） 

 夜呼ばれたりとか。 

（田口委員） 

 呼ばれるというか、やっぱりそれも今年

度私もちょっと驚いたことなんですけれど

も、これはとても…… 

（石阪委員長） 

 いわゆる普通の例えばですけれども、お

仕事をされていて、フルタイムで働いてい

る方だと難しいみたいな感じ。 

（田口委員） 

 難しいと思います。 

（石阪委員長） 

 例えば自営業の方とかフリーランスの方

じゃないと。 

（田口委員） 

 そうです。比較的自由に動ける方が例え

ば地元でご商売をされていて、地元のこと

も分かって、その上でちょっと動きやすい

方、平日も６時台に区内にいるような方も

しくはお付き合いができる方という方に限

られていくので、そうなると、できたとし

ても母親の立場であると本当に物理的に難

しい。 

（石阪委員長） 

 そうですね。小学校、中学校にお子さん

がいらっしゃるわけですから。 
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（田口委員） 

 子どもを置いて出てくるということはや

っぱりできないので、そうすると、やっぱ

りこっちも行ってもらったほうが助かると

いうのもあります。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 山下さんがいらっしゃったので、今何を

話していたかというと、この資料１という

紙のところにその他と書いてあるちょうど

表の真ん中に小学校・中学校のＰＴＡの女

性比率が２割ぐらいしかないと。19％、

21％、これは実態としてそうなのか。たま

たまここにいらっしゃる山下さんは女性な

んですけれども、数としてはこれぐらいな

のかということ。 

（山下委員） 

 ですね。 

（石阪委員長） 

 それはなぜなのかと。なぜ女性が活躍さ

れているにもかかわらず、会長職は男性が

多いのか。 

（山下委員） 

 やっぱりコロナで随分変わったと思うん

です。さっきお話を聞いていて、やはり出

ることが多いと。コロナで大分変わったと

いうのがありまして、コロナ前だとやっぱ

りそういう地域の方たちとの会合とかとい

うのが多かったりするので、どうしてもそ

れにお酒がプラスされたりとかという集ま

りが多かったりするんですけれども、コロ

ナになりまして、そういうのが大分減った

というか、アルコール抜きというのがあっ

て、会合自体もかなり縮小されているんで

す。けれども、やっぱり女性の方だとお母

さんなので、７時とかの集まりとかという

のは、いろんな家事とか家のお仕事がある

ので、出られないので、私もそうなんです

けれども。やっぱりその時間に出るのはＰ

ＴＡの中でも女性のほうが担っていること

は多いんですよね。代表として男性が出る

ことは多いでしょうけれども、ほかの学校

とかは。 

 うちはもう女性比率がめちゃめちゃ多く

て、男性は２人しかいないんですね。男性

はほとんど仕事をしているので、日中の仕

事で出られないという状況なので、女性だ

ったら土曜日授業のときに集まればいいじ

ゃないかというので、そうしました。夜の

会合は一切なしです。 

 あとは、もうＬＩＮＥとかそういうオン

ラインツールがあるので、そこで報告とい

うか、情報共有をして、集まらなくてもい

いんですよね、結局。30分集まるのにもそ

こに行く時間を空けるというのは、お母さ

んだと30分はありますよね。わざわざそん

な集まって大した話というか、これこれで

終わる話であればＬＩＮＥで流せるんです

よ、正直。というのがあって、そういうの

も変えてきたというのもありまして、うち

は女性が多いというのもあるんですけれど

も。 

 子どもが学校に行っているとき、土曜日

授業のときにその時間はやっぱり１時間と

かでも取れると思うので、何なら子どもと

一緒に帰ってもいいじゃないかというスタ

ンスでやっているんですね。子どもが大事

なので、それをちょっとないがしろにして

集まるのもどうかなと。学校の総会だった

り歓送迎会というのもなくしました。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。山下さんに今お

話しいただいたのは単Ｐというか、各小学

校のＰＴＡの内部の役員の配分の話ですよ

ね。会議などをどうやっているかと。 

（山下委員） 
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 全体的にも何ブロックか分かれていて、

小ＰＴＡでも女性は去年より今年は若干多

くなってきていますけれども、やっぱり全

然少ないです。２割いるかいないかぐらい

の感じなので、うちのブロックでも５校あ

りますけれども、私一人です、女性は。そ

んな感じですね。 

（石阪委員長） 

 なぜここが気になったかというと、町

会・自治会は分かるんです。もともと会員

は男性が多いから。圧倒的に男性の数が会

長も多くなるというのは分かるんですけれ

ども、なぜＰＴＡはこれだけ女性がたくさ

ん活動されている、役員も多い。なのにも

かかわらず会長が２割なのか。これがすご

く分かりにくい。だから、町会・自治会の

ほうが逆に言えば、これはもう完全に男性

中心で、ここを変えていかなきゃいけない

と。だから、これは会長にもダイレクトに

反映しているんですけれども、このあたり

が分かりにくいので。 

（山下委員） 

 やっぱり夜出られないというのが、先ほ

どお話ししたとおり夜出られない。出るん

だったら男性というふうな感じなんだと思

います。 

（石阪委員長） 

 なるほど。結局夜をなくせばかなり女性

も出やすくなると。 

（山下委員） 

 はい。 

（内藤委員） 

 山下さん、ありがとうございます。田口

さんもありがとうございます。でも、男性

会長が出る家庭では、そこにもお子さんが

いらっしゃるからＰＴＡの役員をやってい

るわけで、そのときは配偶者である母親が

見ているというパターンということですね。 

 じゃあ逆もできるんじゃないかというふ

うに思うんですけれども、多分恐らく世の

中で育児・家事をメインに女性が担うこと

が多いので、なかなかその日だけ、どっち

がやるかといったら母親が合理的だという

ことで、じゃあ会長として出るのはパパね、

こういうふうになりがちということですよ

ね。 

（山下委員） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 だから、やっぱり通常夜６時とかいつも

父親が帰ってきて、どっちも担える。それ

が担えるとなると、じゃあどっちが行くと。

会長としてこの世帯で役員を出すというと

きに、会長でも副会長でもいいよねと。私

が出るということでも可能かなと思うんで

すけれども、なかなかそうなっていないの

は家事・育児分担、長時間労働も関係して

いると思います。 

（石阪委員長） 

 ただ、先ほど言ったようにあくまで役員

として頑張られる方は女性が圧倒的に多い

わけですよ、普通に。普通はその中から会

長を選出するわけじゃないですか、普通は

ですけれども。なのにもかかわらず、なぜ

か先ほど田口さんがおっしゃったように会

長職というのは何か誰かの推薦みたいな形

で、じゃあこの男性がやってよみたいな、

このあたりが組織としてのある意味ではき

ちっとしていないのかなと、選出のプロセ

スとか。これ何か突然降ってくるわけです

ね。 

 じゃあ、ちょっとぬかがさんに。 

（ぬかが委員） 

 ちょうどこの前の定例会でそれに近いよ

うなことをうちのほうは質問したんですけ

れども、やっぱりある小学校のＰＴＡの女
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性の会長さんがＰＴＡの会長になったら、

今度はその地域の青少年地区対策委員会、

これをやってもらわなきゃならないんだと。 

（山下委員） 

 充て職が多いんです。会長になったら充

て職が多いので。 

（ぬかが委員） 

 充て職で。それで、その地区対策委員会

というのは誰で構成されるかというと、こ

こで言うと青少年委員さんもそうだし、民

生児童委員さん、何にしても夜の会議だっ

たり男性が圧倒的に多い会議、町会・自治

会の代表や先ほども夜の会議とか地域とい

うお話があって、それに何でも自動的に出

なきゃいけなくて、そのＰＴＡのほうは学

校だから自分が会長になってつくっていけ

ば、いろいろ無駄を省いてやろうとできる

んだけれども、もう何十年続いているこの

地区対では、そこに出てみて本当に驚いて、

まさにここで議論されたような話が出され

て、地区対では古い慣習をそのままに、お

茶酌みを当然のように役割を何で担わなき

ゃいけないんだとその彼女は非常に矛盾を

感じて、相談に見えたという方のことをち

ょっと紹介したんですよ。 

 だから、そういうところにもちょっと原

因があるなと。そう考えたときに、この結

果を見たときにどうしたら変わるんだろう

と思ったときに、まさにこの前も課題だっ

た全体の意識改革というか、町会・自治会

とかそういうところでの啓発も含めて、ま

た、役所での庁内も含めてさらに啓発を広

げていかなきゃいけないのかなというふう

に思いましたし、やっぱりそこが変わらな

いと、まさに区の仕事というか、そういう

ものも結構多くなってきちゃうんですよ。 

 だから、例えば最初に紹介された公的表

現ガイド、ああいう本当にいいものをこう

いう今時代なんですよということで、そう

いう関係機関に強制はできないけれども、

お配りはできるだろうと。そういうことで

意識を変えていくというのは大事なのかな

とこの数字を見たときからちょっと思いま

した。 

（石阪委員長） 

 さのさんもいかがでしょうか。 

（さの委員） 

 ちょっと私もＰＴＡをやってきた経緯を

考えると、やはりＰＴＡ会長になると、例

えば卒業式、入学式の挨拶とかそういうの

も発生するんですね。やはり対外的に出る

ものが増えるということで、皆さん副会長

まではやると。もう全面的に支えるから、

会長は男性になってというパターンが多か

ったなと。特に小中学校はそんな気がしま

す。 

 高校は逆に会長も女性だったんですけれ

ども、出るものを分担して、じゃあこの日

誰か行けるみたいな形で、そういうふうに

やっていたこともあるので、やはりそこが

変わらないと、ＰＴＡ会長になるとやるこ

とは少なくてもやはり目立つことが多いの

で、皆様の前で話をするとか代表して出る

ということにとても負担感を感じる女性の

役員の方が多かったなという気がするので、

なので、次の会長とか次の副会長、もとも

とＰＴＡの成り手もかなりいないので、も

う誰を次にするかというので、なったとき

から動いていたような実感もあるので、本

当に抜本的にみんなが子どものためにやる

みたいな、そういうＰＴＡ全体の改革も必

要かなというふうに思っていました。 

（石阪委員長） 

 そう考えてみると、今お二方のお話はど

ちらかというと、もうＰＴＡそのものの一

つは問題であったり、あるいは地域の会合
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の在り方みたいなところ、これが依然とし

て変わらない。そうなってくると、結果的

には女性がみんな引いてしまうと。だから、

自分がやるという方はほとんどいらっしゃ

らないということですね。あるいはほかの

女性の方には頼めないということもあるの

かな。そうなってくると、もうあらかじめ

会長になる人というのはその地域にいて、

その方がご指名で、特に男性であるという

ところで進んでいくのかなという気もしま

したけれども、これどうなんでしょうかね。

地域にもよると思うんですが。 

（内藤委員） 

 山下さんがこうやって出てくださってい

るこの仕事もそうですよね。 

（石阪委員長） 

 これも充て職。 

（山下委員） 

 はい。 

（内藤委員） 

 だから、こういうのがアサインされると

いうことを考えると、会長になれるかなと

いうふうに考える女性も、仕事の時間の関

係で出てきてしまいますよね。もしかした

ら時間休を取れるか取れないかとか、自営

業でいらっしゃるとかということなので、

さっき地域の連携のことも言われましたけ

れども、区の仕事として依頼されるこの会

議の時間とかも工夫が必要だったり、ある

いは例えば家とか出先で会議に出られる。

Ｚｏｏｍなどで参加できるというと、より

少しハードルが下がるかもしれないですし、

私もＰＴＡの役員、副会長ですけれども、

今自治体は違いますけれども、もう役員で

集まることもほとんどない。全部Ｚｏｏｍ

会議ですね。全部デジタルで、あとは役員

で集まることもなくてＺｏｏｍとか、それ

から、小Ｐ連も別の自治体ですけれども、

やっぱり全部Ｚｏｏｍですし、そうなって

くるとちょっとハードルが下がってきて、

だんだんちょっと状況は変わってくる。コ

ロナ禍も影響していますよね。 

（山下委員） 

 そうですね。大分変わりました。 

（内藤委員） 

 一方で、やっぱり地域とか区の会議とい

うと、ちょっと時間とか方法が固定化する

ので、そっちの意識、さっきの区民全体と

いうお話しされましたけれども、もうちょ

っと行政側のほうが私たちとしては言いや

すい、どうにかならないのかというふうに

言っていけるかもしれないですね。 

（石阪委員長） 

 でも、確実にＬＩＮＥだとかデジタルと

いうことで役割そのものの負担が減ってい

るというお話もありますから、このあたり

で組織も大きく変えていくということが必

要なのかもしれませんし、実際変わってい

るここでいうとＰＴＡをむしろ区としては

いろいろＰＲしたり紹介するということも

大事なのかもしれません。これだけ拘束さ

れたりとか充て職ということになると、そ

れだけで多分男女を問わず嫌だと思うんで

すよね。本来、子どものためにかけたい時

間をそういった会合のために、ましてお酒

や食事が入ってくるなんていうことにもし

なるとすると、これはなかなかできない、

このあたり。 

（内藤委員） 

 どこか自治体で先進的な取組をやってい

る小Ｐ連とかご存じですか。 

（山下委員） 

 今年度から小Ｐ連の連合会長が変わりま

して、加平小学校が今連合会長をやってい

ます。そこはいろいろ町会・自治会とＰＴ

Ａというのを巻き込みで、皆さんお父さん
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の会とかもあって、そこも巻き込んで一緒

にやっているので、ちょっと活気づいた小

学校だなというのはお見受けしています。 

 だから、そういうふうなのがいろいろ続

いていけばいいなと。デジタルツールが普

及する中、やっぱりそれを使いこなせない

方たちに対してのアプローチが難しかった

りするというのがあるじゃないですか。町

会・自治会はどうしても年齢層が高いので、

そこがどうしても周知というか理解度とい

うか、下がっていっちゃうので。ただ、そ

こら辺は理解というか、加平小学校の周辺

というのはうまく取れているので、ちょっ

とそれが普及というか、まねできたらいい

なというのは思っています。 

（杉本委員） 

 多分このＰＴＡに関しては、ちょっと僕

は学校が私立だったんですけれども、学校

の教員をやっていたときに、やっぱりこの

役員とかをまず女性であるとか男性である

とか以前に、やっぱりなるべく引き受けた

くないという方がまずそもそも多い中で、

ごめんなさいね、ちょっと。これは逆に男

性のほうの見方かもしれないんですけれど

も、ここはあえて男女共同参画なので男性

側の見方をしてみると、例えば女性の場合

にいわゆる子どもがいるからとかお酒の席

というのはあるんですけれども、結構足立

区のＰＴＡの役員さんでも何で毎回そんな

にちょこちょこＰＴＡの会合があるのとい

うぐらい、ちょこちょこ行って帰ってくる

のが夜遅いという女性もいます。 

 極端な話、飲むのが大好きという人もい

るんですけれども、多分これＰＴＡに限ら

ず、あらゆる団体がそうなんですけれども、

みんな町会長とかこの前の町会の話もそう

だし、意外とみんな会長というのをいわゆ

る性別問わずやりたがらない。一番日本的

な特性なのかもしれないんですけれども、

副会長だったらやってもいいよというのは

いろんな団体でよく聞くフレーズな気がす

るんですね。自分のほうの関係で、いろい

ろ団体をつくったりとかもそうなんですけ

れども。 

 そういった意味でこの前の町会長の話も

そうなんですけれども、まず女性が少ない

というんですけれども、例えば今副会長を

やっていらっしゃるときに山下さん、会長

をお願いします。自分のほうから会長をや

りたいですと手を挙げる人はいるんですか

ね、みんな。男性も含めて、男性が自分が

会長をぜひやりたいです。手を挙げて会長

になっているわけでも実はないんじゃない

かと。 

（石阪委員長） 

 ほとんどいらっしゃらないと思いますね。 

（杉本委員） 

 というときに、ごめんなさい、今お子さ

んの子育ての話もありましたが、一応今ジ

ェンダー平等の世の中だから、僕の友達は

みんな逆に男性のほうが家庭内で立場が弱

くて子育てのためにそそくさと帰っていく

友達ばかりなので、となったときに今僕の

世代の友人がこれからＰＴＡへ入っていっ

たときに、ちょっと子育てがあるので帰ら

ないと奥さんに怒られるのでと、逆に男が

それを言ったら「おまえ、男なのに何言っ

ているんだ」と、それこそ今回の話じゃな

いですけれども、そういうところも何かあ

るんじゃないのかなという気はするんです

けれども、そこら辺、実際僕は独身なので

ＰＴＡに入れてもらえないので、そこら辺

は分からないんですが、どういう空気感な

んですか。 

 学校に行ったときには、とにかく男女問

わず役員をやりたくないというのを担任教
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員としてはすごいひしひしと受けていたの

で、そこら辺、実際ジェンダーの問題とそ

うじゃない問題とが結構ＰＴＡは混ざって

いる気がするんですが、どんな感じですか、

現役の方々は。 

（石阪委員長） 

 ちょっと、じゃあどうぞ。 

（内藤委員） 

 多分関連するので一緒に考えてもらえれ

ばと思うんですが、この流れの中で会長の

性別を女性がこんなに少ないと出していた

だいているんですけれども、今杉本さんの

おっしゃることと関連して、問題はＰＴＡ

の役員とか委員とか、ＰＴＡで実際に活動

している人に女性が多過ぎるという問題と

して捉えたほうがいいかなと。会長に女性

が少ないというよりは、多分これが実感に

近いと思うんですよ。 

 おっしゃるように会長は対外的な仕事が

多いということが、そして、副会長以下は

中の回しが大変だということで、時間的に

見るとそんなに変わらないどころか、副会

長以下のほうがすごい活動時間が長いとい

う実態があるかもしれなく、要するに総じ

て役員、委員、みんな大変という事態で、

みんなＰＴＡをやめたいというふうなこと

が出ているので、でも、担っているのはほ

とんど女性ということだから、特にここで

切り出してするとすれば、会長というより

も役員の男性比率が低いみたいなほうが見

えやすくて、ちょっとそれと関係しません

か、今杉本さんのは。 

（杉本委員） 

 それであるとすれば、付け加えさせてく

ださい。だとすれば、多分やっぱり日本の

まだ子育てのところのジェンダーギャップ

があるところと関係する気が実は教員時代

からしていて、日本の学校は多分保護者会

をやると、いまだに多分保護者は別にどっ

ちの親が来てもいいはずなんですけれども、

９割方やっぱりお母さんなんですよ。 

 ということは、学校に関わるまずそもそ

も、ＰＴＡに入る、役員をやる、やらない

以前に学校に関わってくれる親がまず圧倒

的にお母さんが多いと。そこが当たり前で

すが、関わる人の母数が多いんだから、そ

のままの割合で役員になれば当然女性のほ

うが多くなると。今の内藤先生のお話を聞

くと、そういうそもそも論の感じがちょっ

としてきました。どうでしょうか。 

（石阪委員長） 

 今の話は会長だけを見ると、男性比率が

高いと。ところが、実際活動されている方

はほとんど女性で、見方を変えると、じゃ

あなぜそこに男性が入ってこないのか、こ

ういう理屈になってくるわけですよね。 

 実際活動されているのは女性ばかりで、

今のお話だと子育てをするのはやっぱり女

性だというような規範であったり思い込み

がどうしても男性の参画を阻んでいる面が

あるのかもしれないと。 

 あとは男性と女性の例えば労働時間の問

題や何かもあるかもしれない。共働き比率

や専業主婦比率の問題もやっぱりあって、

ＰＴＡは、かつて昔は専業主婦が非常に多

かった世代というのは、子育てを女性が中

心に担っていた時代はそれでよかったのか

もしれないですけれども、今杉本さん、実

態としてはもう共働きがほとんど。 

（杉本委員） 

 僕は私立でしたので、もうほとんど。 

（石阪委員長） 

 ほとんど共稼ぎの中で、逆に言えば女性

も休んだりしながらやっぱり参画している

と。 

（杉本委員） 
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 基本的にみんな休んできてもらっていた

のと…… 

（石阪委員長） 

 だから、このあたりの多分いわゆる昔か

らのＰＴＡというのは変わり切れていない

ところがやはり問題なんじゃないかと。 

（杉本委員） 

 そうですね。そういった意味で、僕の場

合は私立だから、そこら辺は公立の学校と

は違う形である程度フレキシブルにできる

んですけれども、やっぱり区議会議員にな

って、僕小学校は地元なので久しぶりに地

元の学校を見たときに、自分が小学生のと

きとあまり変わっていないなと感じるとこ

ろはあるんですよね、公立学校の雰囲気と

いうのが。 

 だから、それで何なんだろうと。ただ、

多分23区平均でいうと、足立区はまだそこ

までいわゆるフルタイムで働いている女性

の割合が今回数値をちゃんと見ていないで

すけれども、多分23区平均ではそんなにま

だ高くないところはあるんですが、そうい

うふうなところも影響しているのかなとい

う気はするんですけれども、実際まだその

データをごめんなさい、ちゃんと見たこと

がないので。 

（石阪委員長） 

 そうですね。そう考えてみると、今働き

方改革ということを言われていて、様々な

働き方であったりとか支援がありますけれ

ども、この地域とかコミュニティに関して

の改革は実は全然進んでいなくて、恐らく

この男女の分野の中でも一番逆に言えば遅

れているのかなという気もします。 

 だから、ここにある程度いろいろメスを

入れていかないとこの問題は解決していか

ないような気がするんですね。例えば会議

の時間を短くするとか、それから、先ほど

あったように土曜の昼間に会議を持ってく

るとか、それから、夜参加したい人はした

い人だけするとか、それから、もっと言え

ばオンラインやＳＮＳを使って様々な会議

の工夫をするとか、このあたり実は地域の

活動はそういうところが物すごい遅れてい

るわけですよね。 

 だから、結果的にはそれがこういった数

値になっているのかなという気もいたしま

すので、このあたりを例えば今回こういう

委員会の中で出た意見としては、やはり地

域のこれからの活動の在り方、ここもある

程度どんどん変えていかないと、このいわ

ゆるジェンダーギャップというのはなかな

か縮まらない、なくならないのかなと思い

ますが、内藤さん、どうですか。そうです

よね、これ。 

（内藤委員） 

 すみません、１点だけ。 

 杉本さんから重要な指摘があったかなと

思うんですよ。今地域並びでＰＴＡを上げ

てもらいましたけれども、ＰＴＡは学校に

接続しているから、当然。だから、足立区

で学校の保護者会が何曜日の何時に設定さ

れているのか、そこが最初、そこから結構

連動してＰＴＡの活動が女性につながると

いう流れがもしかしたらあるかも。ＰＴＡ

だけじゃなくて、ずっと子育て関係、教育

関係は母が対応みたいな流れになりがちで、

もしかしたらほかの自治体では違う流れが

つくられている可能性もある。 

 杉本さんのところは私立とおっしゃいま

したけれども、私は実は自分の子は上が私

立なんですけれども、全部休日に、ちょっ

と先生の働き方改革との関係であれなのか

もしれないんですけれども、いわゆる大人

が休日の日に、土曜ですね。子どもが土曜

登校日の午後とか。 
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（石阪委員長） 

 授業参観とか、そういうのは全部ですね、

意外と。 

（内藤委員） 

 そうですね。授業参観もできますよね。

土曜日の午前中にやれますし、保護者会も

全部午後。そうすると、男性比率が物すご

い高い。もちろん夫婦で来てもいいとなっ

てくると、それを契機に男性もいろんなこ

とに参加してくるという流れが、ＰＴＡ的

なものにも参加してくるという流れもある

かもしれず、もしここで、これはちょっと

地域の係という感じで書かれていますけれ

ども、学校で何かできること、今で言うと

具体的に保護者会の時間ですけれども、何

曜日の何時ということですけれども、そう

いったところは変えられることができるの

かどうか、そういうところがないですかね、

こちらでは。 

（石阪委員長） 

 各学校の判断ですね。学校長の判断とい

うことになる。 

（内藤委員） 

 そうなんですけれども。 

（石阪委員長） 

 いわゆる区としては、やっぱり参加して

いただきたいのはあると思うんですね、そ

ういうものに。そうなってくると、やっぱ

り恐らくＰＴＡの話は土曜の昼のほうが皆

さん参加してくれるということなので、結

果的にはそうなっている。 

（山下委員） 

 土曜日はスクールゾーンがないんですよ、

足立区。ないので、いつもだったら見守り

のおじさんだったりスクールゾーンがある

のでいいんですけれども、スクールゾーン

がないところというのはやっぱり立たない

といけないというので、本部の人が朝の見

守りに出てもらうんですね。その流れでも

う運営会議をしちゃうんです。小一時間集

まって、もうそれで終わりという感じなの

で、子どもたちが下校する前にもう終わら

せると。 

（石阪委員長） 

 保護者会はいつ。 

（山下委員） 

 保護者会は平日です。平日のやっぱり放

課後ですよね。子どもたちが早く短縮で終

わって、２時半とか３時とかからという。

個人面談もそうです。 

（石阪委員長） 

 出られない。 

（内藤委員） 

 Ｚｏｏｍなどで入れる形、併用はないで

すか。 

（山下委員） 

 今のところ取り入れていないですね、う

ち。 

（内藤委員） 

 コロナ禍でもやっていませんでしたか。

田口さんのところは。 

（山下委員） 

 子どもがＺｏｏｍを使っているけれども、

そこに関して保護者…… 

（田口委員） 

 確かに大人は全然していませんね。 

（山下委員） 

 全然。顔すらカメラに入らない状況です。 

（内藤委員） 

 ちなみに私は中野区ですけれども、保護

者会はそれ以降、両方ですね。リアルとＺ

ｏｏｍで。だから、職場から耳だけ入って。

そういうことをやると、父親も家に帰って、

母親が父親にこういうことがあったとか

一々全部言わなくて済みますし、耳で仕事

をしながら聞けばいいので、大分関与率と
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いうのは変わってくるような気もするので、

ちょっとした工夫で変わっていく可能性は

あるのかなという感じがします。 

（山下委員） 

 すごくアナログですよね、随分。 

（杉本委員） 

 面談も保護者会も両方。 

（石阪委員長） 

 平日ですよね。 

（杉本委員） 

 中野区の今の話。 

（内藤委員） 

 個人の面談はリアルですけれども、平日

なんですけれども、私の上の子の私立のほ

うは何時でもＺｏｏｍでもオーケーです、

個人面談は。 

（石阪委員長） 

 私立の場合はエリアが多分いろんなとこ

ろから来るからというのもあると思うんで

すけれども。 

（さの委員） 

 個人面談は状況が見えないですよね、あ

まり。保護者会はいいかもしれないけれど

も。 

（内藤委員） 

 でも、方法はできますよね、今。ｉＰａ

ｄなども支給されたりしますから。 

（杉本委員） 

 ただ、教員の立場だと、保護者会はライ

ブでちゃんと集まってもらわないと、役員

を決めるときにみんな逃げちゃう。 

（石阪委員長） 

 そのときだけ会議に出ないというのもあ

りますよね。役員決めのときだけ来ずに、

ありますよね。あるあるですよね、多分。 

（杉本委員） 

 ライブで集まってもそうなんですけれど

も、４月の頭だけ来ないとか。 

（石阪委員長） 

 ちょっといろいろ意見が出ましたけれど

も、またもしこの先にご意見があれば補足

いただければと思います。 

 じゃあ、資料１については以上とさせて

いただきます。これ課題もありますけれど

も、いろんなところから取り組んでいくと。 

 

３ 足立区における各団体の女性参画比率

について 

（石阪委員長） 

 それでは、資料２ですね。事項でいうと

３番目です。足立区における各団体の女性

参画比率についてというところになります。 

 こちらですけれども、これは審議会等に

おける女性の委員比率ですね。 

（飯塚課長） 

 私のほうから、資料について説明させて

いただきます。 

 今年の９月の区民委員会で報告した資料

になります。審議会ということで、足立区

の附属機関である審議会等の女性委員の比

率ということで毎年報告をしているものに

なります。 

 全体の統計の結果としては、女性委員の

比率は34.4％ということで前の年よりマイ

ナス0.2ポイントですね。１の（１）に記載

がございます。条例上40％が目標とはなっ

ておるんですが、なかなか伸びていない状

況になります。 

 女性委員比率が下がった主な審議会とい

うのがその１の（１）の下のほうの表にな

りますが、全体の人数が少ないと、１人減

っただけでも非常に減りが多くなってしま

うというような状況になっています。１枚

めくっていただきまして、女性委員が下が

った主な理由としては、会議の性質上、各

機関の代表者の選任ということで比率が下
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がったりとか、今申し上げましたように全

体が少ないと１名減でも大幅なポイントの

減となってしまったというところです。 

 推薦母体に女性が少ない審議会を除くと、

39％までは上がりますということで（２）

で報告しております。女性委員がほとんど

いないというのが下に記載のこの３つです

ね。防災会議とか国民保護協議会とか公害

健康被害認定審査会、主な推薦母体に女性

が圧倒的に少ないというところで、どうし

てもここがなかなか難しい状況になってい

ます。 

 男女の委員比率の適正値というのが全体

の42.1％です。資料３ということで細かい

表があるので、これは後ほどお時間がある

ときにお目通しいただければと思います。

40％から60％が適正ではないかというふう

に我々は考えてございます。 

 今後の取組なんですけれども、我々のほ

うで数が少なかったというところに対して

個別にヒアリングをかけて、協力をお願い

していこうと思っています。区の職員は、

各審議会の女性の比率を高めなければいけ

ないというのは本当に浸透していまして、

皆さん女性の委員の確保をするというとこ

ろで、多分山下委員とか忙しくなってしま

っているかなと思っております。 

 以上になります。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 まず、資料２を見ると、女性比率が

34.4％。ただ、ちょっと１点気になるのは、

令和２年までは順調に上がってきていたん

ですけれども、そこから少しちょっと止ま

ってしまったというところがあります。で

すので、10年以上前を振り返ると10ポイン

ト以上上がっているんですけれども、この

コロナ禍ですかね、ちょうど。ここでちょ

っと止まってしまったと。ですので、これ

は目標というか、もともと40％というのが

一つの基準になっていますので、これに向

けてどうやって増やしていくか。 

 課題としては、特に女性比率の低いもの

としては防災会議、これどこの自治体でも

言っているんですが、防災会議はほとんど

女性がいないんですね、どこでも。かなり

防災というのは重要ですから、何かあった

ときの災害時の非常に大事なところなので、

ここをどうやって女性比率を増やすのかと

いうのは、やっぱりどの自治体も大きな課

題です。 

 あとは、もともと出している団体の女性

比率が少ないところ、これは致し方ない面

もあるんですけれども、このあたりが一つ

課題と。 

 それから、細かなところはちょっと我々

も名前だけを見て判断するしかないんです

が、女性比率に改善があったところという

のが最後のページにあって、例えばいじめ、

環境、介護、このあたりは比較的伸びてい

るということですね。女性比率が上がって

いると、こういう傾向が見られます。人数

が少ないので、一気に変わってしまうんで

すが。 

 もっと細かいものが実は資料３のほうに

お示しいただきました。これのちょっと見

方としては、一番上に足立区議会がありま

すね。これちょっと見てみたいと思うんで

すが、区議会はかなり厳しいですね、これ

を見ると。24.4％、これどうなんですか、

実際。 

（飯塚課長） 

 改選後の下を見ていただけると、上がっ

て。 

（石阪委員長） 

 改選後31.1、だから、これは改選があっ
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て７％増えている、こういうことになりま

した。選挙の結果ですね。だから、これは

かなり改善されているということですね。

これだけを見ると、数字だけを見ると。 

 そして、その後に行政委員会、これは国

に定められているものですので、これはち

ょっと置いておいて、その下ですね。附属

機関である審議会、ここがかなり重要にな

ってくるんですが、この白になっていると

ころは、これは女性が100％ですね、１番は。

ということです。だから、白のところはむ

しろ女性の人数の非常に割合が高いところ

で、グレーの網掛けがかかっているところ

は、これは60％から40％のいわゆる適正値

ということになるんですかね。 

 １枚めくっていただいて、下のほうにな

ると今度は男性が非常に多い審議会という

ことになります。 

 適正値とされている網掛けの部分は、こ

のまま40から60、これを維持していただく

といいと思うんですが、この上の部分と下

の部分というところですね。これに男女の

偏りが非常に多く出ているというところに

なります。 

 いろいろ事情はあると思います。それぞ

れ例えば適任者がいないとか充て職でこう

なってしまったと。これですけれども、た

だ、やはりコロナ禍になって増えていない

というところが一つの課題でもありますの

で、例えばですが、よくあるのは公募委員

の数を増やすとか、あるいは充て職もトッ

プではなくて、会長じゃなければでなくて

どなたかを推薦いただくような形でメンバ

ーに入ってもらうような、そういう仕組み

ですね。これ改選期に合わせて各担当部局

に対して申し送るというようなことが必要

になってくるんじゃないかと思います。 

 これはなかなかすぐにというわけには難

しいと思うんですが、やはり気になってい

るのは、コロナ禍でちょっと若干下がって

きているところですね。このあたりは何と

かしなければいけないと。 

 じゃあ、これについてご意見あればいか

がでしょうか。 

（内藤委員） 

 質問なんですけれども、これまたさっき

とちょっと関連しますが、会議の参加方法

は、オンラインはどれぐらい導入されてい

るんでしょうか。 

（石阪委員長） 

 これは数字としては把握していないです

ね。 

（飯塚課長） 

 把握していないです。 

（石阪委員長） 

 ただ、感覚としてどれぐらい会議の頻度

としてオンラインを使っているのか。 

（依田部長） 

 全く把握できていないです、正直なとこ

ろ。入れているところもあれば、全く入れ

ていないというところもあって、どっちか

というと入れているところのほうが少ない

と思います。 

（内藤委員） 

 入れる、入れないはどのように決めてい

るんですか。 

（依田部長） 

 審議会の学識の先生方と日程とかのすり

合わせをした際に、全くめどが立たなくな

っちゃうとか、コロナの影響があって集ま

れないけれども、やっぱりここはきちんと

議論をしていただく必要があるよねとか、

様々な要素で判断をしているというところ

です。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 
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（ぬかが委員） 

 でも、ちょっといいですか。多分依田さ

んが関わっていないところの審議会に私幾

つもやっているので、私が所属していた個

人情報保護審議会とか、それから、環境審

議会、今私が関わってきた審議会はみんな

オンライン化。コロナ禍と同じで、コロナ

禍きっかけでオンラインで、会長さんも先

生もこれはいいねということで、コロナが

収まってもオンラインというのも一部あり

ました。 

 でも、だんだんまた戻ってきつつあると

いう状況なんですけれども。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 

 リアルはリアルのよさがあること、多分

前後で少しお話をしたりとか、人間関係を

構築するためにはリアルがすごくいいと思

うんですけれども、やっぱり対面じゃなく

てオンラインでも参加できる。併用のちょ

っと準備のほうは大変かもしれないですけ

れども、併用という形にすると、じゃあそ

れだったら引き受けてもいいよという人は

増えるのかなという感じはしていて、特に

女性にとっては、これ感覚的にはいいよと

いう率が高くなるかなという感じはしてい

ます。あるいは逆に女性が多いというとこ

ろもありますよね。こういったところで男

性の声をもっと拾ってもいいというところ

についても、やはり方法を複数化されたほ

うが参加しやすいということになるのかな

と思いまして、もし可能ならこの委員会か

らオンライン化と。やっぱり自分たちがや

っていないのに、それを推し進めようとい

うのはちょっと難しいのかなと思っており

ます。 

（石阪委員長） 

 ちょっと１点気になるのが規定の問題で、

私もいろんな会議で半分まではいかないで

すけれども、３分の１オンラインなんです

けれども、そのたびに何か変えます。一々

規定をオンラインの場合の例えば出席。 

（依田部長） 

 会議の開催方法が要綱等に謳ってある場

合があって、その場合はそれを変えてあげ

ないとそういうオンラインでの開催、参加

ができないということもあるやに聞いてい

ます。 

 したがって、全部が全部無条件でできま

すということではないようです。 

（内藤委員） 

 じゃあ、今後それをつくるときに気をつ

けてつくっていくと。 

（石阪委員長） 

 それはできる、変えればいい。 

（内藤委員） 

 改正するなり転機のときは気をつけると。 

（石阪委員長） 

 ということで、まず１つアイデアとして

はそういったオンラインでの会議の開催と。

これコロナ禍をきっかけに会議の形は大き

く変わりましたので、むしろそういったい

い面は取り入れていくということ、これが

恐らく内藤さんの話によるところの男女の

比率の問題にも大きく関わるだろうと。 

（内藤委員） 

 参加しやすさは確保されるんじゃないか

と思いますけれども、どうですか、皆さん。 

（石阪委員長） 

 というご意見です。 

 あと、ほかはいかがでしょう。このやは

り40％にいっていない部分ですね。 

（ぬかが委員） 

 ちょっと質問をしたいんですけれども、

いいですかね。すみません、ここにある附

属機関もそうなんですけれども、よく審査
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会とかあるじゃないですか。第三者評価と

か、あと庁内の審査会とか、そういうのも

女性を今増やしてきていると思うんですよ。 

 実は、私たちが区議会でも審議会の委員

は会派の比率で割り当てたりするんだけれ

ども、そういうときに私なんかもうちの会

派この女性議員の数の３分の１がうちのほ

うなので、ぜひなってくれとか、男性じゃ

なく女性でお願いしますとか、１人変わる

と比率が変わるということですごく言われ

るわけですよ。 

 それと同じことが区の管理職もあって、

よく聞いてみると、飯塚さんもそうですけ

れども、女性の管理職はやっぱり男性の管

理職が入らないで女性の管理職が入ると比

率が高まるということで、物すごいあちこ

ちの審査会とかこういうものの掛け持ちを

するという傾向があって、何か悩ましいな

と私は思っていたんですよ。 

 ただ、そういう形でも上げていく必要も

あるのかなとも一方で思いつつ、率直なと

ころ、どうお感じなのかぜひ聞かせていた

だきたいと思っています。 

（飯塚課長） 

 本当にありがたいことにいろんな会議に

呼ばれております。ただ、やはりいろんな

人の視点での意見を求められているという

意味では、女性の代表ではないですけれど

も、自分の経験値の中で見てきたもの、ま

た、多様性という職場にいるからこそ見え

てくるものがありますので、そこではそれ

ぞれの委員会に行って自分の役割を果たせ

るのでありがたいなと思っております。 

 女性管理職がもっと増えればいいだけの

話なんですけれども、それはそれであるん

ですけれども、やはりいろんな会議で女性

が増えることによって、多様な意見で様々

な物事がよくなっていければと思っており

ます。 

（石阪委員長） 

 この問題は結構大きくて、私も地方の会

議とかによく行くと、大体女性の方で出て

くる方は同じ方なんですね。だから、また

この会議もこの方で、この会議も同じ方が

３つ、４つ会議をやっていて、いわゆる足

立区ぐらいの人口の規模でもやっぱりある

程度女性の方は複数やっているというケー

スがあるわけですよね。 

 そうなってくると、また今度大変なのは

もちろんですし、多様性という点で言うと、

本当はいろんな人に入ってきてもらいたい。

ただ、女性でこういうところに出ていただ

けるような人材の例えばリストというんで

すか、そういうのはあまりないみたいなん

ですよね、バリエーションが。だから、同

じ方にいつもお願いをしてしまって、過重

な負担がいってしまうと。このあたり、何

かもっと区の方をいろいろ入れていただく

ような、公募なら公募でもいいですし、そ

ういったネットワークはないんですかね、

この男女の。問合せとかは来ないですか。

例えばこういう方をちょっと紹介してほし

いんだけれども、うちの審議会に入れたい

んだけれども。 

（依田部長） 

 現状でいうと、我々も例えば民生児童委

員の方々に誰か出してくださいとお願いを

するときに、会長を出してくださいとは言

っていないです。ぬかが委員のご発言にあ

ったように、できれば女性でと言うことは

ありますけれども、肩書こだわらずに適任

の方をお願いします。できれば女性でみた

いなお願いをさせていただいていますので、

特定の人を指名していることはほとんど最

近はないと思います。 

（石阪委員長） 
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 なるほど。ということで、これちょっと

見ると、やはり偏りのあるものもあります

よね。後ろのほうにいくと、特にゼロとか

１というところですね。気になるのは交通

安全とかなんて51のうち１人しか女性がい

ないと。交通安全はこんなに開いていてい

いのかな。一番最後ですね。消防団は何と

なく分かりますけれども。 

 それから、足立区の多文化共生推進、こ

れも少ないですよね。それから、あとはバ

リアフリーとかこのあたりももう少し必要

なのかなと。個別に見ていくと切りがない

んですけれども、こういったところ。特に

区の施策を進めていく上で多様な人の声や

考えを入れたいというところについては、

それこそ本当にポジティブアクションのよ

うな形で女性にお願いするというようなこ

とも必要なのかもしれませんし、先ほど言

ったように公募であったりとか、あるいは

会議のやり方を変えるなりして何とか増や

していくような。これはなかなか難しいん

ですか、交通安全とかこのあたりはほぼ男

性。51のうち１というのは。 

（依田部長） 

 自分の記憶が正しければという言い方に

なっちゃって恐縮ですけれども、交通安全

については、各警察の交通安全協議会とか

安協と言われるようなところから来ていた

だいているので、こういった比率になって

いるのかもしれないです。 

 消防団の委員会は、私前任のところで消

防団を担当していましたが、消防団員自体

が９対１ぐらいで男性なので、こういう数

字が出ている。 

（石阪委員長） 

 団そのものがもう圧倒的に男性。 

（依田部長） 

 そうですね。23番の多文化共生について

は、関係するＮＰＯの代表の方々との会合

になっているので、代表の方は男性が多い

ということで、こういう数字が出てきてい

るんだと思います。 

（石阪委員長） 

 なるほど。ありがとうございます。 

 ご意見、何かありますでしょうか。 

（杉本委員） 

 この会議の趣旨からして、やっぱりいろ

んなところの女性比率を高めるというのは

重要なことだと思うんですけれども、さっ

き言ったみたいに地域とか学校のこういう

委員の人たちは本当にフィフティー・フィ

フティーを目指すべきだと思うんですけれ

ども、この話でもとにかくさっき課長がお

っしゃったように、まずそもそも論として

例えば区役所の中でもどこでも女性の管理

職比率を増やしていかなきゃいけないとい

うのはまだ途上にあるところなので、どう

しても今の警察系の話とかそういうところ

になると、どうしても女性は少ないという

のがあると思うんですね。 

 それで、今日のご指摘であったように女

性を増やしてくださいというと、同じ人ば

かり、特定の人に負担がかかるという状況

になると思うんですが、この区役所の目標

として全部の延べの割合として４割を目指

すというのではなくて、さっき石阪先生お

っしゃったように各団体の特性を見た上で、

例えば本当にここは男の人ばかりで女の人

はちょっとしかいないところで４割は絶対

難しい話で、その協議会なり団体なりのポ

ジティブアクションで、例えば今はさっき

消防団では９対１で、女性比率が１という

ことであれば、じゃあそっちを増やす努力

もしてもらいつつも、審議会は１じゃなく

てせめて２割ぐらいに、実際の比率よりは

ちょっと女性の声を多く取ろうとかという
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ふうにしていくと、延べで４割になればい

いんですけれども、それぞれの個別ケース

ごとにやっぱり、もちろん前提はとにかく

それぞれの団体元の団体の女性を増やして

やっていくという努力の前提で、現状とし

て、現状の割合よりは多く取るというスタ

イルのポジティブアクションを考えたほう

がいいんじゃないのかなという気はしてい

ます。どうでしょうか。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。 

 今の杉本さんのご意見で思ったんですけ

れども、私たちはここで例えばこの審議会

とか全体の審議会の女性割合を何％にする

べきだみたいな話をするところではないの

で、どうやって女性などの多様な声を施策

に生かしていくかということを考えるとい

うことなので、でも、貴重なことをおっし

ゃっていただいて、やっぱり例えば交通安

全協議会とかは51人中１人だから、女性な

どの多様な声が生かされていない現状にあ

ると思います。 

 だから、例えばですけれども、これは交

通安全協議会で本当に言うかどうかはあれ

ですけれども、女性の委員が非常に少ない

です、この協議会は。これは１つの議題に

しませんかと。議題にするかどうかはさて

おき、そういうことを言って各団体で、出

していただいている団体で多分構成員は女

性が少ないわけですよね。どうして少ない

のか考えていただくということを呼びかけ

るというか、そのことまで踏み込んで各審

議会や会議で言ってみる。そのことで少し

変革を促せるかどうか、それもやらないで、

ただ同じ人が何回も出るようなことをやっ

ても多様な声と言えるのかは本当にそうで、

そういう働きかけまでやらないかというふ

うにこちらで言ってみるのはどうでしょう

か。 

（杉本委員） 

 今の内藤先生の意見で自分も思うところ

があります。それもそうですね。それで、

今思ったのは、結局今ともう一つ、おっし

ゃっていたことをやるべきなのに加えても

う一つの多分課題は、さっき言った防災会

議とかは警察、消防とか関係者からという

ふう話なので、どういう団体から審議会の

委員なり何なりを選ぶかというのは、区の

ほうである程度決めているところですよね。 

 例えば交通安全であれば、別に警察関係

者出身のところから委員を選べということ

ではなくて、例えば地域の人なり何なり別

の、どうなんですか。それは区のほうで出

身母体というのをある程度調整できるもの

なんですか。部長、お願いします。 

（依田部長） 

 審議会の委員にどなたに入っていただき

ますかは当然区のほうで決めていますので、

先ほどの例でいうと、民生児童委員協議会

の方から入っていただきますと決めて、誰

が来るかまでは決めていないです。 

 だから、そのときに例えば町会・自治会

のほうが分かりやすいと思うんです。町

会・自治会連合会から出ていただきます。

この協議会には女性部会からしか出てくれ

ませんよねというふうに、そこまで落とし

込みをすれば女性部会から出してねという

話になります。 

 だから、決めの問題だけなんですけれど

も、あとは警察、消防さんでいうと、名称

がいいかどうか皆さんの意見は分からない

ですけれども、警察さんも母の会というの

があって、交通安全と防犯とかとは別に母

の会という会があって、警察の中では一応

女性の意見は聞いていますということにな

っていたりとか、消防も一応女性の消防を
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応援する会があってとかになっていて、そ

れぞれの団体の中ではやっていますという

ことになっていて、審議会に誰を呼ぶかは、

どこまでの決め打ちをするかというのは区

の問題のほうになります。 

（杉本委員） 

 であれば、取りあえず本当の一番ベスト

は普通に全員公募して、例えば公募結果が

フィフティー・フィフティーになるのが一

番最終的な理想形だと思うんですけれども、

今の場合、どうしても女性比率が少ないよ

うな団体を母体にしなきゃいけない、ある

いはそういったところはあるけれども、区

のほうがさっきのポジティブアクションと

いう意味での恣意的に区が調整するのはど

うかという面も本当はあると思うんですけ

れども、少ないところに関しては区がある

程度のコントロールを効かせてもいいんじ

ゃないかなと。 

 そのことによって、団体のほうもそうい

うふうな意識が変わってくるところがある

んじゃないかなと思いますので、また部長

宛てで申し訳ないんですけれども。 

（依田部長） 

 非常に答えづらいご質問ですけれども、

杉本委員のご発言の内容はそういう考え方

もあるかもしれないんですけれども、我々

区のほうで審議会をやるときに、専門の方

をお呼びして、専門の方のご意見をいただ

きたいという考え方と、一般の方のご意見

をいただきたいというそこら辺の比率をい

ろいろ考えてやっていますので、そこの専

門家という表現の中に「女性を前提とした」

という落とし込みをするときもあれば、な

いときもありますので、それぞれの審議会

の中で何を議論していただくための構成に

するんですかというところがやっぱり大き

いので、女性だけを集めたいという会合を

やりたいということであれば、やる部署が

出てくるかもしれませんけれども、それを

何が何でもそういうふうにしなさいという

ふうにするのが適切かどうかというのは、

またいろいろご意見があると思いますので、

難しい判断かなと思います。 

（石阪委員長） 

 片野さん、どうぞ。 

（片野委員） 

 本日遅れまして、大変申し訳ございませ

ん。 

 今の委員の話なんですが、実は女性団体

連合会はいろんなところに出しておりまし

て、副会長以上が出ていると。あと、常任

理事も一部専門の分野を持っている者は出

ております。 

 例えば防災とかそういうところからは、

多分所管課のほうを通じて誰か出してくだ

さいと、委員を出してくださいということ

で依頼が来るんですけれども、ここで今比

率が少ないと問題になっているところは、

多分女団連には来ていないんですね。 

 今私なんかは防災とかをやはりもうちょ

っと女性比率を上げてもらいたいというこ

とで、今女性防災士を一生懸命選出してい

るところなので、できればお声がかかるの

を実は待っているような状態なんですね。

でも、これをどうやって出していったらい

いのかということは私たちも分かりません

ので、お声がかかるのを待っているという

状態になります。 

 あと、幾つかの委員会に出させていただ

いて、やはり私たちは女性、ジェンダーの

問題をやっていますので、いろんな委員会

でそういう発言ができるというメリットは

確かにあるんですね。ですので、できれば

そういう少ないところから声をおかけいた

だいて、委員を出すことができたら私たち



24 

は大変うれしいなというふうに思っていま

す。 

（内藤委員） 

 今の女団連の話ですけれども、公募委員

がどれぐらい、専門家の意見が必要だとい

うところはもちろんあると思うんですけれ

ども、一般の人の意見も、同時に区民の意

見も吸い上げたいというのもあると思うん

ですね。それが例えば低いところではどれ

ぐらい公募されているのかというのは把握

されていますか。 

（依田部長） 

 いや、分からないです。 

（内藤委員） 

 分からない。ないところももちろんある。 

（依田部長） 

 公募委委員がないところもあると思いま

す。 

（内藤委員） 

 この公募委員をどれだけというのはあり

ますけれども、公募される方は結構女性が

いらっしゃいますよね。 

（石阪委員長） 

 この会議は１対１でしたか。 

（飯塚課長） 

 この会議は１対１にはなっています、公

募委員は。 

（石阪委員長） 

 これはあくまで傾向ですけれども、公募

委員を増やすと女性比率は上がるんですよ

ね。ただ、専門家オンリーの会議もあるの

で、こちらはなかなか多分難しいと思うん

ですけれども、公募を入れるところは比較

的女性が多いんじゃないかなと。だから、

これ統計を取ってみるということですね。

多分、ぱーっと見て。 

（内藤委員） 

 公募委員を増やすことが可能であれば、

その会議体が。それが一つ女性を増やす、

声を反映することができる会議にする方法

の一つかもしれないので、今あるところは

いろいろな規定上の問題があるかもしれな

いけれども、今後はそういったことが望ま

れるし、あと、さっき部長はどれぐらい女

性を増やすということが可能かの話をされ

ましたけれども、この会議は区のあらゆる

施策にジェンダー平等の視点を入れるとい

うことがあると思うんですね。そのことが

言える会議体だと思うんですよ。 

 そのときに、やはりこの区の施策を検討

する会議に女性の声が反映される、人が入

る。だから、女性でなくてもいいわけです。

ジェンダー平等の視点で発言できればいい

んですけれども、そういったことがなし得

ているのかということで言うならば、やは

りそこはこだわっていきたい。つまり何が

何でも女性だと言えるのかどうかという話

をされましたけれども、我々としてはやは

り多様性が確保されていないぞというふう

に見るほかない、低いところは。 

 だから、入れるように最善の方法、最大

の方法を取ってくださいと言うしかないの

かなと思います。 

（依田部長） 

 すみません。先ほどの杉本委員のご発言

に対してのお答えは、女性を優先してたく

さん入れるべきではないかという趣旨のご

質問、ご意見に聞こえたので、自分はそう

聞き取ったので、審議会ごとの特性に合わ

せて何が何でも女性ということではない。

それをどこまで推し進められるかというと

ころについては、いろいろ検討が必要かと

思いますという趣旨のご発言です。 

（内藤委員） 

 ありがとうございます。多分委員長も言

いたいと思うんですけれども、多分杉本さ
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んの趣旨はポジティブアクションという言

葉もお使いになって、優先するという話で

はないのかなと思います。 

 恐らくここにいらっしゃる方はみんなお

感じだと思うんですけれども、多分女性が

優先されていないというんじゃなくて、男

性の下駄を履かされている。そこにたどり

着いていない、スタートに。施策を検討す

る場にたどり着けていないということだと

思いますので、そういう同じスタートライ

ンに立てる、簡単に言いますと。そういっ

たことが必要なのかなという話かなと思い

ます。その促進することによって、ようや

くそこのスタートに立てるということかな

と思っています。 

（石阪委員長） 

 ちょっと皆さんに意見を聞いてみましょ

うか。資料１、２、３というふうにこれは

男女の比率の問題、これはかなり地域の団

体、これは区とは直接関係ないですけれど

も、ここもやはり圧倒的に男性のほうが多

いと。それから、審議会等々についても比

較的男性ばかりのところもありますけれど

も、比率が多いと。こういう状況について

ちょっと順番に聞いてみたいと思うんです

が、國府田さん、どうですか。この問題。 

（國府田委員） 

 地域の特性とかももちろんあると思うん

ですよね。全体的に男性ばかりのところで

女性がこういう役職につけるかというと、

難しい面、なかなかしり込みしてしまう面

もあると思いますが、逆に私のところは結

構会長とか役職が好きなので、積極的に手

を挙げるほうにはなってしまうので、そう

いう面で男性が増えるというのはあるかも

しれないですけれども、そういうところで、

どうしたらそういう意識面で変えていける

のかというのは、これは調査が必要なのか

どうか分からないですけれども、そういう

ところも含めてやっていくしかないのでは

ないかなというのは思いました。 

 特にこういう審議会とかだと、例えば改

選の時期とかこういうところにもよるのか

なと思いますし、いろいろまだ改善しがい

というのはあるんじゃないかと思いました。 

（石阪委員長） 

 片野さん、どうですか。 

（片野委員） 

 先ほど申しましたように偏りが結構あっ

て、多分推薦を依頼されている団体の構成

度合いにもすごくよってくるので、女性委

員を増やすのであれば、やはり母体の構成

比率がすごく大事になってくるし、そうい

うところに依頼をかけたらよいのかなとい

うふうに思います。 

 女性をただ増やせばいいというわけでは

またないと思うので、やはり公募をしてい

ないところはなるべく公募を入れるとか、

関心の高い方、あと、専門知識がおありに

なる一般区民の方もいらっしゃいますので、

そういう方を入れていくというふうな道を

つくっていただければと思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

（齋藤委員） 

 先ほど委員長おっしゃいましたように公

募を増やすと女性が増えるというのは一つ

のキーワードで、やはり今片野さんもおっ

しゃったんですけれども、公募をしてみる。

特にこれは女性の割合を増やすための公募

なんだということをある意味うたってしま

ってもいいのではないかなというふうにち

ょっと感じました。そうすることで、じゃ

あ私でもできるかなという女性の方がもし

かしたら増えるのかなと、そんなふうにち
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ょっと思ってしまいました。 

（石阪委員長） 

 山下さん、いかがでしょうか。 

 これ先ほどはＰＴＡの話もありましたし、

今回は区役所の中の話ですけれども、実際

やられていますよね、かなり。 

（山下委員） 

 はい。やっぱりいろんなところへ行って

も、議題となるのは同じような内容だった

りするじゃないですか。結局男女の比率で

あったりとか、やっぱりほかのところだと

町会・自治会の話が多いのかなという感じ

を受けているんですけれども。そもそもの

理解というか、そういうのが周知していな

いとやっぱり我々というか、世代的に動く

人間がやりづらいというか、止められちゃ

うのかなというのもあって。だから、正直

個人的な意見ですけれども、町会・自治会

の婦人部は要らないと思っていて。そうい

うくくりがあるから、やっぱり古いＰＴＡ

のやり方が副会長は女性、男性は会長。だ

から、副会長は中のことをやってくれ。出

るときは男性が出ます、会長が出ますとい

う、町会も結局そうじゃないですか。餅つ

きで動いているのは婦人部の方たちだし、

町会のおじさんたちは廃品回収、力仕事を

頑張っているけれども、中の町会の方たち

に配るのは女性が全部ちょこまかちょこま

かしたものをやってというのが小さい頃か

らのイメージなんですね。 

 何でそこで分けているんだろう、何でこ

れを男性の方はやらないんだろうというの

はずっと前々から思っていて、婦人部とい

うくくりは何なんだろうと思っているんで

すよね。だから、逆に婦人部で分けられち

ゃうと、そういう細かいことは婦人部でや

ってというのを目の当たりにしているので、

何でこれを男性はやらないんだろうなとい

う逆のパターンもあります。 

（石阪委員長） 

 非常に今かなり課題でもあるんですね。

婦人部、先ほど何か母の会とかもありまし

たよね。謎の会ですけれども、どんな会な

んだろうという気はするんですが、こうい

ったものが多分いろんなところにあるんで

すね。男性組織の中に女性というくくりの

中で婦人部だとか、何とかの会みたいな形

で入ると。これによって役割を固定化させ

るとか、ほかのことをもっとやりたいんだ

よ。マネジメントをやりたいと思ってもそ

れができないとか、あるいは逆に言えば何

かいろんなことを押し付けられると。 

（山下委員） 

 上に行くのを抑えられている感じがする

んですよね。 

（石阪委員長） 

 そう、抑えられちゃう。だから、一見女

性の動きやすいような仕組みをつくってあ

げているんだという解釈もできるんですけ

れども、恐らく実態はそういうことではな

くて、自分たちがやりたくないことをぱっ

ぱっとやっているような組織もあるのかも

しれないですよね。 

（山下委員） 

 悪い言い方だと小間使いみたいな、そう

いうようなことをさせられているというか。 

（石阪委員長） 

 だから、ここも一つちょっと我々として

は何か言及できる部分かなと思うんですよ

ね。かつては男女別にこうしていたという

組織をもう一回ちょっと役割を見直して、

本来であればそういった性によるものでは

なくて、みんなで一緒にそれぞれの適性を

考えながら役割を振るというのが理想的な

ので、このあたりは一つ課題で、逆に言え

ば、こういったところをもうちょっと見直
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していくような、そういうような提案をし

てもいいのかなと思います。 

 ありがとうございます。まさにそうです

ね。 

 市川さん、いかがですか。今回のケース。 

（市川委員） 

 女性比率を高めることでジェンダー平等

の意見を吸い上げる。 

（石阪委員長） 

 多様な意見を。 

（市川委員） 

 多様な意見を吸い上げるというのが目的

なんですよね。男女比率を同じにしたいん

だったら、規約やルールを変えてもらうよ

うなお願いをしたり、例えば会長の選出の

話、町会長とかもそうですけれども、男性、

女性を変わるときに候補に出してもらうと

かというルールにしてもらったり、あとは

そこの会の全会員の男女比率で計算して役

員を男性何名、女性何名というふうにして

もらうとか、それが民間団体だからちょっ

と区からは手が出せないんだよねというん

だったら、区はこういうふうに思っている

ので、できればやってもらえませんかねと

いう要は区の意見をまず伝えるということ

なのかなというのと、一気に変えるんじゃ

なくて徐々に変えていくというようなイメ

ージで、何しろ変わるまで延々とずっと伝

え続けるとかというふうにやるのかなと。 

 だから、依田部長が言われていて、協議

会とか審議会とかではいろんなのがあって、

公募でも入れるし、専門家とかでもあるか

らというので話をしちゃうと何も動かなく

なっちゃうので、まずできるところからや

ればいいんじゃないのかなと。 

 まず、できるところ、できる協議会はど

こですかね、できない協議会はどこですか

ね。これはもう専門家でそろえなきゃいけ

ないから、男性、女性では駄目なんですよ

という会もあれば、いや、こっちは男性、

女性のそうやって比率で会話してもできる

協議会があるんじゃないか。まず、そもそ

もそこの選別をしていないから、だから、

できる協議会もあるし、できない協議会も

あるし、それを今言われてもという会話に

なっちゃうと思うんですよね。 

 できない協議会は取りあえず置いておい

て、だってずっと数字が変わらないじゃな

いですか、このままだって。ずっとちょこ

っと微増するか微減するかというだけの話

なんですから、できないところは置いてお

いて、できるところから変えていくだけで

取りあえず今の比率よりかは上がるんじゃ

ないのかなというふうに、まず今の数字か

ら動かすことが大事なんじゃないかなと思

います。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 今の市川さんの発言はまさにそのとおり

かなと。特にやはり思ったのは、例えば

20％もいっていないようなところですね。

こちらについては、ちょっとこれ全部調べ

ていただいて、40％というと、またちょっ

とハードルが高いんだけれども、まずはと

にかく20％以下のところ。これそもそも公

募が入っているのか入っていないのか、こ

のあたりはちょっと事務局のほうで精査い

ただいてもいいのかなと思うんですね。 

 そしたら、数としてはそんなにたくさん

ではないかな。２割ということ。こっちの

２割以下のところ。 

（ぬかが委員） 

 この19以下ですよね、２割以下というと。

これ公募がない。 

（石阪委員長） 

 これ全部公募がない。あと、１個手前の
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要するに一番最後のページとその１つ手前、

附属機関以外のものと附属機関のものがあ

るので。これでもしないということになっ

た場合は、１つやはりこれは。 

（杉本委員） 

 あと、定数が多いところ。 

（石阪委員長） 

 そうですね。定数が例えば５とかという

ところはちょっと厳しいかもしれないです

けれども。 

（ぬかが委員） 

 防災会議と国民保護協議会は同じですよ

ね。 

（依田部長） 

 同じです。 

（ぬかが委員） 

 メンバーが全く同じなんですよね。公募

がないんですよね。多分が低いのは、公募

がないから。 

（石阪委員長） 

 あとはやはり専門家オンリーでいったほ

うが会の趣旨としていいのか、それとも公

募を入れて広く区民の皆さんの意見を問う

たほうがいいのかというところもあるので、

恐らくこれを見ると全部ゼロ、公募を入れ

る下のほう。 

（市川委員） 

 いや、専門家だって、専門家じゃないと

駄目なんですというのは、男性じゃないと

駄目なんですとか女性なんだと駄目なんで

すというのとは、また違うと思うんですよ

ね。専門家の中で男性を増やしてもらえま

せんかとか、女性を増やしてもらえません

かで、でも、それは次の段階じゃないです

かね。 

（内藤委員） 

 さっき片野さんが防災の女性の視点は重

要だとおっしゃって、確かに本当に避難所

とかいろんな防災面も女性の視点は重要な

んですけれども、それに女性団体として招

聘されていないという話があったりするの

で、専門家としての意見は必要なわけです

けれども、実際にそれは要望されていない。 

 だから、公募するか以前にお声がけする

団体としてももう少し広げてもいいのでは

ないかということも言えるのかなと思いま

す。 

（石阪委員長） 

 なるほど。 

 今そういうご指摘もありましたので、ち

ょっとこれ次回までに事務局に調べてきて

いただいていいですかね、そのあたり。特

に20％以下、広げれば30％まで行くかもし

れませんけれども、実際に公募の状況がど

うなっているのかとか、恐らく専門と言っ

てもいろいろあるんですよね。専門の区の

何か機関の方もいれば、よそから学識で入

ってくる人もいれば多分いろいろあると思

うんですけれども、取りあえずご負担にな

るとあれなので、まずは公募委員をどれだ

け入れているかということかな。 

 皆さんの意見を反映すると、やっぱり防

災の部分というのはこのままではちょっと

厳しいのではないかと。もっと女性の声、

これを反映させたほうがいいんじゃないか

と。ただ、これ都道府県も含めて全部防災

会議はほぼゼロとか１ばかりなんですよね、

実は。 

 片野さんが入りたいということを言って

も、実際はこれ充て職なんですね。 

（ぬかが委員） 

 会議も年１回ぐらい。 

（石阪委員長） 

 ほとんどそうなんですよ。だから、なか

なか難しい面はあると思うんですけれども、

ただ、ほかもそうかもしれませんね、ひょ
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っとすると。何かそれなりの事情がある。

これがちょっと分からないので、我々から

すると。このあたり、少しちょっと調べて

いただくということでお願いします。 

 じゃあ、続いて遠藤さん。 

（遠藤委員） 

 私はＰＴＡの世代からはちょっと程遠い

ので、なかなか適正な意見というのは難し

いんですが、私は今年から経済活性化会議

のメンバーになっています。13人中（女性

が）３人で、こんなに少ないんだなと。会

議に出たときにあまり意識していなかった

んですけれども、今考えれば確かに女性は

少ないなというのを思い出すんですけれど

も。私実は住まいは足立区でもないし、足

立区で60年以上会社をやっているというこ

とでのご指名だったと思うんですね。 

 お電話があったときに、別に「分かりま

した」とすぐ受けたんですけれども、どう

いう会合かもよく聞かずに。それはやっぱ

り出れば出たでいろんな業界の方のお話、

男とか女関係なく勉強になるなというのを

感じましたし、なったことをお受けして、

ならなきゃよかったとかそんなことは全然

思わなかったので、もしかすると区のほう

で、さっき市川さんがおっしゃっていまし

たけれども、やっぱり指名しちゃって、や

りませんかだと絶対手はなかなか挙がらな

いと思うので、「お願いします」的な感じ

で増やしていくというのもありかなという

ふうに思いました。 

 さっきの片野さんのご意見もそうだし、

やっぱりやってみたいとかという方は、恐

らく今の時代ですからいるんじゃないかと

思うんですよね。その方にどんどんお願い

するというのも一つ。 

 山下さんなんかは、せっかく会長をされ

ている。もう次の会長さんも女性にバトン

タッチして、ずっと代々女性のそういうの

を前例としてつくっていったら、ほかのＰ

ＴＡも女性がやるとこういういいところが

あるんだなというのも伝わっていくんじゃ

ないかなと。ちょっと時間はかかると思い

ますが。私自身も会社を経営していて、女

性だからできる経営の仕方というのをやっ

ぱりデメリットと言いたくないですけれど

も、逆の場合を感じるときもありますけれ

ども、女性だから社員も女性のパートさん

が女性の社長の会社だからといって応募し

てくれるみたいなところもあるし、やっぱ

り女性に長くどんどん上に上がってもらう

ためのそういう経営の仕方もできますので、

ですので、時間はかかっても急にやろうと

するんじゃなくて、やはりどんどん「お願

いします」で区のほうが率先して引っ張り

出すというのも一つの方法じゃないかなと

いうふうなことを思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 区のほうが主体的にいろいろと。ほかの

自治体では結構リストなんかを作っている

ところがありますよ、本当に。皆さんでそ

れを共有して、こういう知識を持っている

んだったらこの方にというところもある。 

 あと、１点ちょっと気になったのは多様

性という点でいうと、これみんなかなり高

齢者が多いんじゃないかなと思っていて、

中高年が。若い人の意見はどれぐらい反映

されているのかなという気もいたします。 

 最近、私は学生にもこういうのに結構応

募しろということを言っているんです、積

極的に。やっぱり若い人の声、これを反映

させるということも多様性には必要なので、

この会議で議論するかどうかは別として、

いろんな方々の意見を取り込むための工夫
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というのはやっぱり求められると思うので、

もう場合によってはポジティブアクション

ということもあり得ます。区のほうがある

程度計画的にお願いすると。 

 田口さん、いかがですか。 

（田口委員） 

 いろんな資料を見させていただいて、区

でも地域でも女性の比率をアップしていく

のにどうしたらいいかとここで考えている

と思うんですけれども、先ほどから変える

には規則とかから変えていく。Ｚｏｏｍの

ことであったり、取り入れたりとかそうい

うふうに、そういうのを変えていかなきゃ

いけないんだなと思ったんです。けれども、

私が関わっている、学校に関わっている、

地域に関わっていて、ＰＴＡにも関わって

いるといったら、例えば会長を決めるとき

だとか地区のことを決めるときでも、ＰＴ

Ａの会則を変えるときには、もちろん内部

でこれを変えたいよといって出るんですけ

れども、暗黙のルールじゃないですけれど

も、最終的には地域の方に承認を得ないと

いけない。それこそ町内会の方。 

（石阪委員長） 

 役員だけで大丈夫なんじゃないですか。 

（山下委員） 

 単Ｐだけで変えられません。ＰＴＡの規

約は。 

（田口委員） 

 これ、いいのかな。裏ルールみたいな。

地域の顧問の方とかＯＢの方とかの集まり

とかもあるんですけれども、最終的には私

たちだけでは変えられないよということを

私は伝えられているので、そこにお伺いを

立ててオーケーを。 

（山下委員） 

 それは学校の関係の意味がない。それは

おかしい。 

（田口委員） 

 もちろん学校側とも相談して、この３点

で合意がなされれば次の年度から変えられ

るかもしれないよと。結局そこにいらっし

ゃるのはほぼ男性なんですね。となると、

やっぱりそういう空気感が続いていくとい

うか。 

 だから、小さな集まりの中でもそれがあ

るということは、ここら辺でももしかした

ら部会のほうとかでそういう正式なルール

ではないけれども、そういう何か空気感と

かぼんやりしますけれども、そういうもの

があったり。 

（山下委員） 

 だから変わらないんですよね、多分そう

いう圧力があるから変わるものも変わらな

い。 

（石阪委員長） 

 区役所はないんじゃないかな、さすがに。

どうなんですか。 

（田口委員） 

 どうなんですか。各団体でもしかしたら

そういうのが、そういうものだというか、

あるのかなと。 

（山下委員） 

 規約改正の意味がないですよね。変えら

れないとなると。 

（田口委員） 

 そうなんです。そういうのがあると思い

ました。 

（山下委員） 

 現役が一番強いので、現役で変えないと

変えられないですよね。変えたいものも。 

（杉本委員） 

 ＰＴＡのＯＢだけですか。「開かれ」と

かそういうのも含めて。 

（田口委員） 

 含めてある感じですかね。 
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（山下委員） 

 「開かれ」の人はＰＴＡ会員じゃないの

で、ＰＴＡ会員は先生と学校に通っている

保護者と子どもなので。 

（田口委員） 

 そうです。そう思っていたんですけれど

も、実際に入ってみると。 

（山下委員） 

 やりづらそうなところですね。すごくか

わいそうなところというか。 

（田口委員） 

 そうなんですけれども。 

（石阪委員長） 

 でも、これは今ＰＴＡの話ですよね、あ

くまで。 

（田口委員） 

 そうです。そこから考えると、もしかし

たらほかの団体の中でも公募じゃないとこ

ろとかで、ちょっと中で選んでとか指名し

ていくとかというときに、そういうものが

あったりするのかなというふうに少し私は、

そこら辺はどうなのかなということが、表

立っては出てこないことだとは思うんです

けれども、そういうのがあるのかなと思い

ました。 

 あと、さっき言っていた町内会の婦人会

とかの名前だったりとかがあって、そうい

うこともいろいろフラットにしていきたい

なと思うんですけれども、一方、先ほどお

話に出た、じゃあ会長とか上の人に女性が

行かない、いないよねという話じゃなくて、

例えばＰＴＡだったらなぜ実働部隊のほう

に男性がいないのかというそこから考えな

ければいけないのかという話が来たときに

すごいはっとして、そうだと思って、例え

ばイベントの準備だとか、町内会でもそう

だと思うんですけれども、平日の昼間に集

まるときに、皆さん今共働きで働いている。

私も働いているんですけれども、平日の昼

間に準備が１日あります。みんな集まって

ねといったときに女性は参加率が高く、専

業の方もいらっしゃるんですけれども、女

性で働いている方も（活動に参加するため

に）有休を取るよねみたいな空気感があっ

て、だけれども、お父様のほうだったら

「仕事です」とぽんと連絡が来たら、（不

参加でも）仕方ないよねと。 

 でも、私自身も、ここに参加している私

でさえも何となくそんなふうに。 

（石阪委員長） 

 男性の場合だと、何か（活動を）休むと

言ったらしようがないと。女性の場合だと、

（活動を）休むと言うと、じゃあ有休取れ

と、そういう圧力ですね。 

（田口委員） 

 それはどんな働き方にせよ、取りやすい

んじゃないかという空気が、私自身も別に

強制はしないですけれども、何となく男性

が（活動を）休むというと仕方ないよねと

いうふうになってしまって、それがどんど

ん引いていったら働く中での立場とか、そ

ういうものに本当に何となく意識が自分の

中にもあるんだなとすごい気づいて、じゃ

あ、それを無意識にやっていると、それを

見ている子どもたちはまたそういうふうな

何となくの雰囲気を継いでいってしまうん

だなというふうに。 

（石阪委員長） 

 言われるというよりは、自分がそう思っ

てしまうんですね。だから、取らなきゃい

けないんじゃないかなみたいな。 

（田口委員） 

 というか、なぜ実働に男性が入ってこな

いか今まであまり考えたことがなかったと

いうことですね。なので、これはこういう

ふうに引き続いてしまうものだなと思って、
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小さいところから変えていかなきゃいけな

いのだなと思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ２点ありましたよね。まず１点目につい

ては、いろいろあるんですね、地域の事情

が。そういった中で、区は何かありますか。

区としては、そんなことはないと。 

（依田部長） 

 １点目については、私も立場上いろんな

ところに出入りしますので、ＰＴＡの方々

が先ほどぬかが委員のご発言にもあったよ

うに、いろんな役を兼務しているのが大変

だという意見と、そもそも地元の重鎮の

方々がいてやりづらいという話は聞いたこ

とはあります。具体的にはすみません、こ

こでは言いませんけれども、やはりやりづ

らいというご意見があるのは間違いないと

思っていますというのが１点目です。 

 ２点目については、各所管課、所管部、

担当している課、担当している部等で審議

会等々のこういうメンバーでとかというの

は、つくるときもその後も随時見直しはか

けているんですけれども、そこの中にいろ

んな諸条件が入ってくることもあります。 

 例えば学識の先生をお願いするときに、

いや、もう自分はやめたいんだとおっしゃ

る先生がたまにいらして、じゃあ後任を探

すときにどうしようとかというときに我々

は四苦八苦するので、そのときは同じ分野

の先生をご紹介いただけませんかと言って

もなかなかうまくいかなかったりとかとい

うのはありますけれども、一般的には過去

の風習にとらわれてどうこうというよりか

は、今ベストな選択をしていろんな団体に

お願いしていますというふうに自分は思っ

ています。 

（石阪委員長） 

 じゃあ、次どうしましょうか。それぞれ

ありますか。 

（杉本委員） 

 ちょっと今の田口委員の話がやっぱり引

っかかったので、１つだけ区のほうに要望

なんですけれども、これもさっきの話のと

ころの部分の話なのですけれども、今のち

ょっと依田部長の答弁を聞いたときに、ま

さにこの委員会で一番の違和感を感じたの

が、今その事実を聞いてしまったわけです

よ、この一応オフィシャルな場で。 

 それを区として公表したりとかすること

までしなくてもいいんですけれども、それ

なりのやっぱり教育委員会と協力をして調

査なりをしないと、聞いたことはあります

と言ったら、某芸能事務所の件ですよ。社

長のそういううわさを聞いたことがありま

すと言って逃げているのと今の答弁は全く

同じなので、ごめんなさい、今のところは

すごいちゃんと……。 

（内藤委員） 

 じゃあ、私の言葉から。これは議事録に

残していただいて。ＰＴＡの活動というか、

それが女性に偏っている現状があって、そ

ういう活動を何とかして変えたいと思うと

き、それが規約を変えるというお話だと思

うんですが、そういったときにやはり地域

とのつながりがＰＴＡの活動は大いにある

から、じゃあ地域の会合に委員を出して会

議をやったりしているときに、こちらは縮

小するからといったときに地域は、いや、

困ると言ってこられるわけですね。だから、

事実上できないということが実際にもう本

当に各地で生じている。 

 だから、女性の活躍というか、女性が教

育関係のことにメインに従事するというと

ころに首根っこを押さえつけられているわ

けです、地元に、地域に。やっぱりそのこ
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とは杉本さんおっしゃるように何とかしな

いといけないから、この会議でできること

は、その実態をつまびらかにするかどうか

はさておき、やはり地元の各団体にもそう

いったことに支障のないように動いてもら

う必要があるということをさっき市川さん

がおっしゃったように、お願いベースにな

るのかもしれないですけれども、言ってい

く必要があるだろうと。 

 現状はあまり気づいていない。自分たち

が女性の役割を固定化することに貢献して

しまっているとは思ってもいない可能性が

あるので、ちょっとどうお伝えするかはさ

ておき、でも、少なくともこの会議として

はやっぱり言っておかないといけないので

はないかなと私も思いました。 

（依田部長） 

 ２つお答えしようと思いますけれども、

先に内藤委員のご発言の話でいうと、町

会・自治会の役員の皆様に対しては、「女

性の」という言い方ではなく、若い方々が

活躍できる場を意識していただけないでし

ょうかという話は常々しています。男性、

女性という区別なくですね。世代交代をし

ていけるようにぜひご配慮をお願いします

という形の言い方はしています。 

 もう一点の杉本委員のご発言のほうにつ

いて言うと、皆さんいろいろご意見、自分

に言いたいことを言っていただけることは

自分はいいと思っていて、正式に扱ってく

ださいと言われれば正式に扱いますし、そ

うじゃなく聞くだけでいいよという方が圧

倒的に多いので、聞いたことはあります。

ただ、正式に調査をしなさいという話にな

るのであれば、正式にお話を聞いて、正式

にしかるべき手続を経なければいけなくな

りますので、当事者の方のご意向も踏まえ

てということになります。 

 今までは、皆さん聞いて、聞いてと言っ

て、聞いて終わりでいいからと言われてい

るので、聞いたことはありますというその

ままのお話をしているということです。 

（内藤委員） 

 調査の話ですけれども、ＰＴＡの話は男

女の分担の偏りの問題だけじゃなくて、あ

らゆる働く親たち、働かない親もそうです

けれども、保護者の負担になっているとい

うのが今世の中の流れで、ちょっとここだ

けで議論する、ここだけでいろいろ提言を

する立場にあるのか、もっと別の部署なの

かもしれず、ちょっとそことのすり合わせ

も必要だし、調査するなら項目も増やすべ

きなのかなという感じもしていますが、ど

こももし扱っていないならば、ここでも女

性の視点から言えることは言っていったほ

うがいいと思っています。 

 ちょっと町会・自治会の話が出たのでつ

いでに言うと、さっき婦人部とか女性部の

話が出ましたが、前回、青年部という話も

出ていましたよね。男性だけが。 

（石阪委員長） 

 青年は男性と。 

（内藤委員） 

 でしたよね。そういったやっぱりさっき

山下さんおっしゃったように細かいことと

か、煩雑なこととか、家庭的なこととか、

子ども絡みのこととか、そういったことを

女性に固定的に割り当てるような部署とい

うのは、少し解体していただけないかみた

いな、そういう提言。 

（石阪委員長） 

 それはいいと思います。ここから発信し

ても。 

（内藤委員） 

 さっき市川さんがおっしゃったような、

それを民間団体なのでそうしなさいという
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のは難しいかもしれないけれども、こうい

う弊害があるから解体して、あまねくみん

なで分担するような形にしていただけない

かとか、少なくとも性別縛りは絶対にやめ

てほしいということは、職場の世界では均

等法でそれは禁じられていることなんです

けれども、そういうことは言ってもいいん

じゃないのかなというふうに思いました。 

（石阪委員長） 

 これはご意見が出たということはもちろ

ん大事ですし、この委員会としてもそうい

った性別で役割が規定されるような、そう

いった地域の組織というのはやはり見直し

ていくべきだという提言は可能だと思いま

すので、これは恐らく皆さん、それに反対

の人はいないと思うんですよね。ある程度

やっぱりみんなで協力してやっていくよう

な仕組みをつくらないと、ますます加入者

も減るし、不満も募るということで、今後、

会をいいものにしていくためにはやっぱり

そういったところを見直していくべきだと

いうことで構わないと思います。 

 多分、何か皆さんいろいろあると思いま

すが。 

 どうぞ。 

（ぬかが委員） 

 すみません、あと１点だけ。もう終わり

ですものね、そろそろ。 

 すみません、この審議会のところの表の

トップが足立区議会なんです。それで、足

立区議会は僅か３人だけれども、女性議員

が増えて空気がやっぱり変わったんですよ。

私は活気が出てきていると。いろいろ大変

だけれども、活気が出てきているというふ

うに思っているんですね。 

 ぜひここに杉本さんもいらっしゃるので、

かねてから片野会長も言われているように、

ぜひ努力して、唯一女性議員が１人もいな

い会派が１つあるので、ぜひ杉本さんに頑

張ってもらって。でも、自民党で出たいと

いう人もいらっしゃったと聞いていたし、

それはともかくとして、やっぱり議会の中

でも女性の比率は高められるように、もし

これから何か答申とかそういう機会があれ

ば、一層努力を求められたいぐらいのこと

は入れていただきたいなと。 

（石阪委員長） 

 むしろここの委員会として。 

（ぬかが委員） 

 はい。杉本さんにも頑張ってもらうんだ

けれども、頑張っていただきたいけれども、

すみません、失礼しました。 

（石阪委員長） 

 どこの会派とかというのは取りあえず置

いておいて、やはり今回の１つの改選を通

じて数字が増えたということもありますか

ら、これはあくまで選挙なのでなかなか難

しいんですが、立候補の段階である程度女

性の数を増やしていく、こういったことが

求められるのかなという気がします。 

（内藤委員） 

 それから、政治分野の男女均等法の改正

で、議員のセクハラ・マタハラ防止の義務

が自治体議会に課せられていますが、足立

区は対応されているんでしたか。 

（ぬかが委員） 

 今ちょうど議会の在り方検討会というも

ので、各会派の代表で相談していて、一応

基準とか規則とかそういうものはつくって

いないんだけれども、足立区は議会基本条

例も持っていないので、ないんですけれど

も、ただ、セクハラ・マタハラ防止という

ことで定期的に研修しようということで、

今度も来月、一線級の先生を呼んで勉強会

をやったりとか、一応そういう形では努力

していると。 
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 あと、子育てを支援しようというのはか

なりルールを改正しまして、前期に改正し

て、すごくよくなっていると思うんですけ

れども。 

（内藤委員） 

 そういったところも区議会の多様性を高

める上ですごい重要な施策だと思うので、

今は議員の人対象の研修の話でしたけれど

も、あれは立候補する人も保護していこう

という法律なので、ぜひその点も踏まえて

条例等をつくるということをご検討された

ほうがいいと。そのほうがやはりここの一

番最初の区議会の女性割合が増えることに

資するかなと思いますので、その点も含め

てお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 では、ちょっと時間のほうがまいりまし

たので、３番、足立区における各団体の女

性参画比率、こちらについては終了とさせ

ていただきます。 

 

４ 各区の男女共同参画推進条例について 

（石阪委員長） 

 続いて次第の４番目、各区の男女共同参

画推進条例について、これ実は事務局のほ

うで今実際多様性に関する条例、これどの

ような形になっているのか、これ一覧表に

していただきました。今日はちょっとこれ

議論できませんけれども、一旦次回に持ち

越しということになりますが、各区様々な

取組をしています。特に４つのパターンに

分かれて、性の多様性、足立区の場合は要

綱でかなりもう進んでいますよね、ファミ

リーシップも進めている。ただ、条例が足

立区はありません。というのは、男女共同

参画の条例はあるんだけれども、多様性に

関わるものというのは条例上はない、こう

いうパターンがかなりあります。 

 男女は条例をつくったけれども、多様性

に関する条例はないと同時に、もう既にこ

の多様性に関わるものを男女共同参画の条

例とくっつけて、新たな条例にしていると

ころもたくさんあります。 

 この２番目の多様性のところに文字が書

いてあるものについては、恐らく男女がも

ともとあって、それに多様性を加えて、か

なり見直して条例を改定したというところ

がほとんどになります。 

 さらに、めくっていただくと、例えば後

ろのほうに行くと、今度は多様性だけのも

のをつくったという自治体も中にはありま

す。ですので、今せっかく足立区は要綱で

男女共同参画がもちろん前にあって、プラ

ス性の多様性については施策も進んでいる

ところなんですけれども、やはりこの会議

としては、条例化というところを一つ検討

してもいいんじゃないかと。ほかの区の事

例もありますけれども、今の男女の条例に

合わせるのか、それとも新たな条例をここ

でつくっていくのか、そういったことを区

側に求めていきたいと思います。 

 せっかくここまでやってきた、むしろ足

立区はリードしてやってきたわけですけれ

ども、条例化というところがすごく遅れて

いますので、これをちょっと次回また検討

していきたいと思います。他区の事例など

も見ながら、実際に足立区としてどういう

スタンスで行くべきなのかということをま

た皆さんからちょっとご議論いただければ

と思います。よろしいでしょうか。 

 だから、ちょっとせっかく作っていただ

いたので見ていただいて、ほかの東京都の

ケースを中心にどのような方向性で行くの

か、また皆さんからご意見をいただきたい

と思います。 
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 今ここでですけれども、質問はあります

か。よろしいですか、これについて。 

 それでは、議題として用意されたのは以

上ということになります。 

 それでは、事務局、いいですかね。連絡

をお願いします。 

（大高主査） 

 お時間が近づいてまいりましたので、青

色のクリアファイルに口座振替依頼書を入

れさせていただいております。記入してい

ただいて、ファイルのほうに入れた上で事

務局まで渡していただければと思います。 

 あとはチラシを渡しておりますので、お

目通しいただけたらと思います。よろしく

お願いします。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 それでは、委員の皆さんから何かありま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

（内藤委員） 

 次回というのは。 

（飯塚課長） 

 １月に。 

（内藤委員） 

 あと、これについて議論ということです

けれども、どのようなことを素材に議論す

る予定でしょうか。ちょっと用意していた

だくものとの関係で。 

（石阪委員長） 

 じゃあ、ちょっと聞いてみましょうか。 

 例えばですけれども、代表的なものを幾

つか実際の条例を取っていただけるといい

かなと。つまり多様性条例だけのものをつ

くったものと、それから、男女とくっつけ

て、ここに実際書いてはあるんですけれど

も、何か幾つかほかの区の事例等々ご用意

いただけると、そういうことですか。 

（内藤委員） 

 それも実際のワーディング、どういう規

定を入れるかということも必要なんですけ

れども、多分以前ここでヒアリングしたけ

れども、メンバーが変わっていますよね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

（内藤委員） 

 性的志向、性自認に関する困難はどうい

うことがあるか、立法事実というか、それ

があるからこの条例をつくろうねという話

をして、多分そのときのお話を聞いていな

い方もいらっしゃるのではないかなと。２

年前ぐらいですか。 

（石阪委員長） 

 かなり前ですね。 

（内藤委員） 

 そのときの資料を提供いただくでもいい

ですし、何かがないと皆さん、何でつくる

のにならないかなと。 

（石阪委員長） 

 今おっしゃったように、かつて議論した

ことがあるんです、１回この条例について

は。そのときの議事録、議事概要は。 

（飯塚課長） 

 ２年前ですね。ちょっと探してみます。 

（石阪委員長） 

 一度議論したことがありますので、その

議論の経緯ですね。じゃあ、このあたりを

ご用意いただければと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、長時間にわたり、皆さんご協

力ありがとうございました。 

 以上で会議終了とさせていただきます。 

 それでは、よいお年をお迎えください。

ありがとうございます。 


